
１月１７日開催の臨時市議会で、国の重点支援給付金（非課税世帯１世帯あたり３万円）
と八千代市独自の給付金（住民税均等割世帯にも３万円）について審議が行われ可決され
ました。

　非課税世帯と均等割世帯への給付金について日本共産党八千代市議団に、問い合わせが
続いています。主な声は「いつ給付金はもらえるのか」「自分が対象者かどうか。わからない」

「均等割ってどこ見るの？」などなど多岐にわたります。
住民税は「均等割」と「所得割」の２層構造となっています。前年に一定の所得がある方

全員に一律にご負担いただくものが「均等割」。さらに、一定の基準を超えた所得がある方
に所得額や控除額に応じて税額を算出したものが「所得割」となります。

市は均等割世帯に周知を徹底すべき
　今回、非課税世帯ではないけれど、均等割のみ課税となっている方にも八千代市は３万
円の給付金を支給することになりました。対象世帯は約３，０００世帯ですが、対象となっていて
も気づかない方々も多くいらっしゃいます。広く周知を行うべきです。（申請期間は5月30日まで）

足立区などではモデルケースを表にしてホームページに
　東京都足立区では「年金収入のみの配偶者なし」の場合は、「給与収入のみの配偶者あり」
の場合はなど、いくつかの例をあげて、非課税世帯は○○万円以下、均等割のみ課税世帯
は○○円〜○○万円以下など
わかりやすく表にしてホーム
ページなどに示しています。
　また福岡県大野城市では右
記のような表にしています。
（裏面に掲載）
　兵庫県宝塚市ではホームペ
ージに「よくある質問」のコー
ナーがあります。 

「給付には申請が必要です」まずは問い合わせを！
　八千代市の給付金グループコールセンター（047−421−6746）は、平日８：３０〜１７：００
まで対応しています。丁寧に説明をしてくださいますが、やはり、目で見てわかりやすい対
応をお願いしたいものです。
　日本共産党は、住民税非課税世帯だけでなく、均等割世帯にももれなく対象者の方にし
っかりと給付されるように強く求めていきます。
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※大野城市ホームページ ”住民税の「均等割」「所得割」とは？”から転載
https://www.city.onojo.fukuoka.jp/s097/jyuuminnzeinokinntouwarishotokuwaritoha.pdf


